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中
山

勲
教
授
略
歴
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五
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大
阪
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七
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六
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大
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四
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大
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学
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課
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退
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平
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主
要
著
作
目
録

【
編

著
】

『
憲
法
概
説
』

晃
洋
書
房

一
九
八
七
年

『
新
版

基
礎
憲
法
』

法
律
文
化
社

一
九
九
九
年

【
共

著
】

覚
道
豊
治
ほ
か
『
憲
法
通
論
』

有
信
堂

一
九
七
二
年

阿
部
照
哉
編
『
判
例
と
学
説
１
・
憲
法
』

日
本
評
論
社

一
九
七
六
年

中
川
淳
ほ
か
編
『
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
法
学
・
憲
法
入
門
』

有
信
堂

一
九
七
九
年

覚
道
豊
治
ほ
か
編
『
憲
法
要
説
』

法
律
文
化
社

一
九
七
九
年

阿
部
照
哉
編
『
基
本
判
例
双
書
・
憲
法
』

同
文
館

一
九
八
〇
年

佐
藤
幸
治
編
『
憲
法
�
基
本
的
人
権
』

成
文
堂

一
九
八
八
年

榎
原
猛
編
『
基
礎
憲
法
』

法
律
文
化
社

一
九
九
二
年

【
論

文
】

「
人
権
保
障
規
定
の
私
人
間
に
対
す
る
効
力
」

阪
大
法
学
五
五
号

一
九
六
五
年

「
死
刑
合
憲
論
批
判
―
―
最
高
裁
判
例
を
中
心
と
し
て
」

阪
大
法
学
六
一
号

一
九
六
七
年

「C
lovis

C
.M

orrisson
Jr.,

T
h

e
D

evelopin
g

E
u

ropean
L

aw
of

H
u

m
an

R
igh

ts

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
研
究
）」

阪
大
法
学
六
六
号

一
九
六
八
年

「
基
本
的
人
権
の
本
質
―
―W

.W
u

n
dt

の
意
思
論
」

阪
大
法
学
七
二
・
七
三
号

一
九
七
〇
年

「
基
本
的
人
権
の
保
障
―
―
序
論
的
考
察
」

阪
大
法
学
八
〇
号

一
九
七
二
年
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「
日
本
国
憲
法
十
一
条
の
解
釈
・
運
用
に
つ
い
て
―
―
個
別
的
人
権
保
障
規
定

に
対
す
る
補
充
機
能
」

阪
大
法
学
八
六
号

一
九
七
三
年

「O
n

th
e

F
u

n
dam

en
tal

C
lau

ses
of

th
e

H
u

m
an

R
igh

ts
in

th
e

C
on

stitu
tion

ofJapan

」

O
saka

U
n

iversity
L

aw
R

eview

N
o.21

一
九
七
四
年

「
私
企
業
に
お
け
る
懲
戒
処
分
と
労
働
者
の
表
現
の
自
由
」

阪
大
法
学
九
七
・
九
八
号

一
九
七
六
年

「
コ
ウ
ク
」

『
磯
崎
辰
五
郎
先
生
喜
寿
記
念
・
現
代
に

お
け
る
「
法
の
支
配
」』

法
律
文
化
社

一
九
七
九
年

「
生
存
権
裁
判
に
お
け
る
違
憲
審
査
規
準
と
挙
証
責
任
」

『
法
と
政
治
の
現
代
的
課
題
（
大
阪
大
学

法
学
部

創
立
三
〇
周
年
論
文
集
）』

一
九
八
二
年

「
基
本
権
の
第
三
者
効
力
論
再
考
―
―
西
ド
イ
ツ
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
」

阪
大
法
学
一
四
一
・
一
四
二
号

一
九
八
七
年

「
違
憲
審
査
に
お
け
る
厳
緩
に
つ
い
て
」

阪
大
法
学
三
九
巻
三
・
四
号

一
九
九
〇
年

「
大
阪
大
学
に
お
け
る
改
革
の
現
状
と
展
望
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
八
号

一
九
九
九
年

「
ち
ょ
っ
と
こ
難
し
い
読
書
礼
賛
」

読
書
探
検
三
一
号

一
九
九
九
年

【
判
例
研
究
】

「
小
売
市
場
開
設
許
可
制
と
営
業
の
自
由
」

判
例
時
報
七
一
二
号
判
例
評
論
一
七
六
号

一
九
七
三
年

「
百
里
基
地
訴
訟
一
審
判
決
の
憲
法
論
」

判
例
時
報
八
五
九
号
判
例
評
論
二
二
四
号

一
九
七
七
年

「
内
申
書
裁
判
と
子
ど
も
の
学
習
権
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
三
八
五
号

一
九
七
九
年

「
私
的
団
体
の
性
別
に
よ
る
差
別
と
憲
法
―
―
女
子
若
年
定
年
制
事
件
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
憲
法
判
例
百
選
�
』

一
九
八
〇
年

「
男
女
差
別
定
年
制
の
違
法
性
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
七
六
八
号

一
九
八
二
年

昭
和
五
六
年
度
重
要
判
例
解
説

「
私
的
団
体
の
性
別
に
よ
る
差
別
と
憲
法
―
―
女
子
若
年
定
年
制
事
件
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
憲
法
判
例
百
選
�

一
九
八
八
年

〈
第
二
版
〉』
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「
私
的
団
体
に
お
け
る
女
性
差
別
―
―
女
子
若
年
定
年
制
事
件
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
憲
法
判
例
百
選
�

一
九
九
四
年

〈
第
三
版
〉』

「
秋
田
生
活
保
護
費
預
貯
金
訴
訟
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
〇
四
六
号

一
九
九
四
年

平
成
五
年
度
重
要
判
例
解
説

「
私
的
団
体
に
お
け
る
女
性
差
別
―
―
女
子
若
年
定
年
制
事
件
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
憲
法
判
例
百
選
�

二
〇
〇
〇
年

〈
第
四
版
〉』

【
辞
典
分
担
執
筆
】

河
本
一
郎
ほ
か
編
『
法
学
用
語
小
辞
典
』

有
斐
閣

一
九
八
三
年

中
川
淳
編
『
判
例
辞
典
』

六
法
出
版
社

一
九
八
三
年

中
川
淳
編
『
増
補

判
例
辞
典
』

六
法
出
版
社

一
九
八
六
年

中
川
淳
ほ
か
編
『
法
律
用
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

世
界
思
想
社

一
九
九
七
年

國
井
和
郎
ほ
か
編
『
ベ
イ
シ
ッ
ク
法
学
用
語
辞
典
』

有
斐
閣

二
〇
〇
一
年
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